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奈良県立医科大学医学部看護学科紀要編集部会規定

（設置）

第 1条 奈良県立医科大学医学部看護学科に紀要編集部会を置く。

（目的）

第2条紀要編集部会は、看護学科の紀要に関する事項を協議するものとする。

（組織）

第3条紀要編集部会は、次の部会員をもって組織する。

( 1 ）看護学教育協議会が選出した専任教員若干名

（任命）

第4条 紀要編集部会に部会長を置き、部会長は、他の規定に特別の定めがある場合を除いて、学科

長が任命する。

2 学科長は、部会員に欠員が生じた場合は、 前項の規定にもとづき、すみやかに部会員を補充し

なければならない。

（会議）

第5条 部会長は、部会を招集し、その議長となる。

2 部会長は、劃部会長を任命し、部会長に事故あるときは、副部会長がその職務を行う。

3 部会は、部会員の 3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

4 部会長は、必要があると認めるときは、 部会員以外のものを部会に出席させ、その意見を

求めることができる。

（任期）

第6条部会員の任期は2年とする。

2前条第2項により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（報告）

第7条 紀要編集部会は、審議の経過及び結果について看護学教育協議会に報告しなければならない。

（書記）

第8条紀要編集部会に書記を置く。

2 書記は、部会長の命を受け、会議の記録を行う。

第9条会議の記録は紀要編集部会長が保管する。

（その他）

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、紀要編集部会で協議して定める。

2 紀要編集発行規定は紀要編集部会の議を経て別に設ける。

第11条本規程に変更がある場合は、紀要編集部会の議を経て変更することができる。

付則

この規定は、平成16年4月 1日から施行する。

この規定は、平成27年10月 1日から施行する。
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奈良県立医科大学医学部看護学科紀要編集発行規定（改訂）

第 1条（目的）

奈良県立医科大学医学部看護学科（以下「看護学科」という）は、その教育と研究の諸活動

を発展させ、高等教育機関に課せられた社会的責務を果たし、学術の進歩に貢献することを

目的として紀要を発行する。

第2条（名称）

看護学科が発刊する紀要の名称は、「奈良県立医科大学医学部看護学科紀要（以下「紀要」

とい う）とする。なお、英語での名称はBulletinof Faculty of Nursing, School of Medicine, 
Nara Medical Universityとする。

第3条（編集機関）

1）紀要の編集は、紀要編集部会がこれを行う。

2）紀要編集部会については、医学部看護学科紀要編集部会規定の定めるところによる。

3）掲載された論文等の著作権は奈良県立医科大学医学部看護学科紀要編集部会に帰属し、

医学中央雑誌刊行会及び科学技術振興機構が主催する医学関連文献データベース収載誌

にて公開する。

第4条（発行回数及び発行時期）

。紀要は、 1年度に 1回、 4月に発行する。

2) 4年生課程必修科目である看護研究の抄録集を紀要の増刊号として発行する。この紀要

増刊号（看護研究抄録集）の内容については看護研究委員会に委ねる。

第5条（原稿の種類）

1）紀要に掲載する論文等の種類は、次のとおりとする。
( 1）総説

(2）原著

( 3）研究報告

(4）実践報告・資料

( 5）講演その他の学会活動についての研究業績

( 6）その他紀要編集部会が適当と認めたもの

2）他の雑誌に発表された論文は掲載しない。

第 6条（執筆者）

1）紀要に執筆することができるものの範囲は、 次のとおりとする。

( 1）看護学科に勤務する教員

( 2）本学看護学科学生および大学院看護学研究科学生 ただし両者とも過程終了後2年

以内が望ましい

( 3 ）看護学科の教員を含む共同研究の参画者

(4）その他紀要編集部会が執筆を依頼した者

第 7条（原稿の提出）

1）紀要に投稿しようとする者は、毎年 1月末までに紀要編集部会長に提出する。なお修士

論文の内容に加筆修正して投稿する場合は予め連絡の上3月末までに提出する。

2）原稿は、正 1部、執筆者および所属は記入しない原稿2部、計3部提出とする。

3）論文の採択は査読者の査読をへて、編集会議で決定する。

4）執筆にあたっては、倫理的に配慮されている旨を明記すること。
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第8条 （執筆の要項）

1）原稿の執筆は下記に従う。

( 1）原稿は、 Windows版Microsoftなど汎用性の高いソフ トで作成し、文字はMSP明

朝またはCenturyで llPtとする。
(2）原稿は、所定様式（A4版 20字×42行横書き 2段組）で、本文、文献、図、表、写

真を含めて 8枚程度とする。

( 3）原稿の枚数が多い場合には、印刷の実費の一部を執筆者が負担するこ とがある。

(4）最終原稿は、写真印刷できるものとし、 CD、USBメモリー等一般的な記録メディ

アで入校、著者校正を行う。

( 5 ）専門用語または引用資料以外は、常用漢字、新かなづかい、ひらがなを用い、文体

は、口語体とする。

(6）外国人名、外国の地名、生物名等をカタカナ書きした場合は、原則として原綴又は

学名を活字体で併記するものとする。

( 7 ）単位は、 rn,crn, rnrn, μ rn, nrn, prn, A, 1 , rnl, μ 1 , rng, μ gなどとする。また、

RIの質量は、記号の左上につける。なお、各符号の後ろに点を付けない。

(8）原稿には、表題（英文の標題）、所属、執筆者名（ローマ字とも）を併記しなければな

らない。

(9）総説及び原著論文には、原著論文用原稿用紙第 1ページに 40×10行程度の日本語

の要旨を記す。また原著論文にはそれに続いて英文の要旨を 300語以内で記す（こ

の英文要旨は事前にいわゆる Nativecheckを受け保証されたものに限る）。

( 9）研究分野によっては、英文を欧文に読み替えることができる。

( 10）図、表および写真は、図 1、表 1、写真 1等通し番号をつけ、本文とは別に一括し、

本文原稿右欄外に、それぞれの挿入希望位置を朱書きする。

( 11）文献の記載方法は下記に従う。

① 引用文献を示す中波、本文中に（筆頭著者のせい、年号）のよ うにカッコ書きの割

注で示し、論文の最後に文献リストを掲載する。

② 文献リストは筆頭著者名のアルファベット順（和文・欧文を問わなし、）で記載し、番号

はっけない。また同一著者による同年発表の文献が複数ある場合は、出版年の後に

a, b・・・をつける。

③ 著者が複数の場合は、本文中の引用箇所には筆頭著者の後に、「ら」または「et

al. Jを加える。また、文献リストには3人まで著者名を明記し、 4人目以降を

「他」または ret al. Jとする。

④ 文献リストの表記の方法は以下に従う。

－雑誌掲載論文
著者名（発行年次）：論文の表題．雑誌名号または巻（号）．：開始ページ数一最終ページ数．

例： HarnrnondC. B. , Weed J.C. Jr., Currie J. L. (1980): The role of operation in 

the current therapy of gestational trophoblastic disease. Am J Obst Gynecol, 136: 

844”858. 

藤岡完治（1996）：臨地実習教育の授業として成立看護教育， 37 (2) : 94-101. 

．単行本

著者名（発行年）：論文の表題．編者名． 書名（版数）． ページ数．発行地（外国文献の場合のみ）

例： BeauchampT .L., Childress J. F. (1994): Principles of Biomedical Ethics. 

4th ed. Oxford University Press. New York. 
松本光子（1986）：看護実践課程一看護実践の系統的アフ。ローチ．第一版．日：総研出版．
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－電子ジャーナノレ中の論文

著者名：誌名．出版年次，巻（号入開始頁【 終了ページ．入手先（入手日付）．

例：松原繁樹，江川｜誠二．英文作成支援ツールとしての用例文検索システム ESCORT.情

報管理.2008,51(4),251・259.http://joi.jic.jst.go担／JST.JSTAGE/JOHOKANRI/51.52.
(accessed 2008圃 08・25)

－ウェブサイト中の記事

著者名：“ワェブページの題名目．ウェブサイトの名称． 更新日付．入手先，（入手日付）．

例）中央教育審議会：“教育新興基本計画についてー 「教育王国」の実現に向けてー

（答申）” 文部科学省 2008-04-

18.http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyoO/toushin/08042205.htm,(ac 
cessed2008・08酬 25)

⑤ 人文・社会科学系の論文にあっては、専攻分野で慣例となっている表記の仕方に従う

こともできる。

第9条（著者が負担すべき費用）

別刷りは執筆者の負担とする。

第 10条 （規約の改正）

この規則の改正は、紀要編集部会の審議を経て決定する。

付則

この規定は、平成 16年 4月 1日から施行する。

この規定は、平成 19年 9月 1日から施行する。

この規定は、平成 24年 12月 1日から施行する。

この規定は、平成25年 10月 1日から施行する。

この規定は、平成27年 10月 1日から施行する。

この規定は、平成 29年 4月 1日から施行する。 （主な変更点を下線で示す）。
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奈良県立医科大学医学部看護学科紀要編集部会委員名簿 （年度）

委 員長漬田薫

副委員長津見一枝

委員小竹久美子

岡本柴美子

編集後記

小代仁美 奥田淳

山名香奈美佐竹陽子

今年も看護学科紀要をお届けすることができました。

升田茂章

小松雅代 （順不同）

今回の看護学科紀要は発刊がずいぶん遅くなってしまいました。遅くなったのは専ら

編集部会委員長である私の怠惰に起因しており、早くに原稿を頂いた著者の皆様に衷心

よりお詫び申し上げます。

本巻は特別寄稿と して、附属病院看護部の西浦聡子前看護副部長に看護職員の卒後の

看護研究についてご寄稿をお願いし、また感染管理室の認定看護師の徳谷純子さんに季

節性インフルエンザ予防体制についてご寄稿をお願いしました。西浦さんには前看護部

長の退任に伴う病院看護部の大幅な人事異動の時期に面倒なことをお願いし、徳谷さん

にはお願し1した後に新型コロナ感染症の世界的な流行となり、信じられないほどの忙し

さの中で原稿を書き上げていただきました。心より感謝申し上げます。本巻はこれら 2

編の特別寄稿に始まり、原著論文4編ならびに資料2編を掲載するこ とができました。

紀要とは査読の無い学術誌であるといわれています。自然科学系の意識環境で過ごし

時聞が長いこともあって多くの自然科学系の学術誌が用いている投稿論文が辿るその

後について、 あまり疑問も感じず受け入れてきた経緯があります。しかしこの査読のシ

ステムに反対する声もあります。研究者が自分の意見を自由に発表できることが重要で

あり、あらかじめ何らかの意見が介入することになると学問の自由が損なわれ、由々 し

き事態を招来しかねないというのが論理の中核にあると考えられます。問題は査読で何

をするのかということでしょう。多くの学会誌や高名な学術誌では査読者の責務はまず

掲載に値する価値のある投稿かどうかの judgeであり 、査読者はレフェリーとい うこと

が分かります。しかしご存知のように数年前から本誌では査読と言いながら、その厳し

い姿勢を保つことをお願いしつつ、 その実は論文のレベルアップを目指したアドバイス

をお願いしています。比較的うまく いってるように自讃するのですが、さ らに上を目指

すためにはどうすればよいのでしょう。以前のように厳しい査読をおねがいする方が望

ましいのでしょう か。研究計画の段階から情報を少し公開して他領域の教員にアカデミ

ックな意見を聞くのもよいかと思いますが

奈良県立医科大学医学部看護学科紀要編集部会委員長漬田 薫
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